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西原町社会福祉協議会福足サービス事業要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、近隣に家族などがなく、移動及び公共交通機関の利用が困難な 

方が健康維持に努めて、閉じこもり等にならないように住み慣れた地域で安心して 

在宅生活が送れることを目的とする。 

 

（事業運営） 

第２条 事業の運営主体は社会福祉法人西原町社会福祉協議会（以下、「社協」）が 

行い、地域自治会と協力して事業を推進するものとする。 

 

（利用対象者） 

第３条 利用対象者は町内に居住し見守り世帯であって、身近に外出時の付き添い 

できる身内がいなく、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

また、公的機関が行うサービスを受けている方でも、申請提出後の審査により 

移動困難者と認められた場合は、対象者の範囲とする。 

 

（１）介護保険・障害福祉サービスなど公的機関が行う移動に関する支援サービス 

などを受けられない障害者及び高齢者などの生活困窮者 

（２）障害福祉サービスなど公的機関が行うサービス移動に関する支援サービス 

などを受けられない難病者などの生活困窮者 

 

（利用登録申請） 

第４条 サービスを利用する者は、利用者登録申請書（様式第１号）により社協会長 

に申請しなければならない。 

２ 次年度も利用を継続する場合は、年度末に本人確認を行うものとする。 

 

（利用決定） 

第５条 社協会長は前条の登録申請があったときは速やかに必要事項を調査確認の 

上、利用の可否を決定し、利用可否通知書（様式第２号・２－１号）により申請者 

に通知するものとする。 

 

（利用の目的） 

第６条 利用目的は、病気治療のための通院及び入退院に該当する内容とする。 

 

（利用回数） 

第７条 利用できる回数は週１回までとする。 
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（運行範囲）         

第８条 運行の範囲は西原町社協を中心とした半径５㎞以内とする。 

 

（運行日時・時間） 

第９条 運行の実施は月曜日から金曜日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

とする。 

 

（利用の予約） 

第１０条 利用したい日の７日前までに、社協へ連絡し予約を行う。予約場所は１回 

につき１カ所とし、移送の途中で別の場所への送迎は行わない。 

 

（利用者の付き添い） 

第１１条 利用者本人の身体の状況や認知症等において、特に介助が必要な場合は、 

本人の身内及び申請された機関の担当職員が付き添いを行うものとする。 

但し、利用者本人が公的サービス（ヘルパー等）を利用できる場合、福足サービス 

と併用して付き添いを行えるものとする。 

 

（利用の取り消し及び変更） 

第１２条 利用の取り消し又は変更するときは、速やかにその旨を社協担当職員に 

報告しなければならない。 

 

（利用の中止） 

第１３条 会長は前条に定めるもののほか、利用者が次の各号のいずれかに該当する 

ときは利用を中止することができる（様式第３号） 

（１）利用目的に違反したとき 

（２）運転手に対して暴言暴力等安全運転上支障をきたすような行為をしたとき 

（３）その他、会長が不適当と認めたとき 

 

（利用料） 

第１４条 利用料は無料とする。ただし有料道路及び有料駐車場の利用料は利用者の 

負担とする。 

 

（利用者の遵守事項） 

第１５条 利用者は利用中に事故あるいはこれに起因する損害を被った場合、本会が 

加入している保険適用を受けることの他、本会に対して損害賠償の請求を行わない 

こと。 
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（台帳の整備） 

第１６条 会長は事業の利用者及び協力員の状況を明確にするため、利用者名簿 

（様式第４号）及び運転協力員名簿（様式第５号）を整備するものとする。 

 

（運転協力員） 

第１７条 運転協力員は、地域の協力員として募るものとする。 

 ２ 運転協力員として登録する者は、社協が催す安全運転講習会を受講すること。 

 ３ 社協の保険（送迎サービス補償）の加入を行うため、運転協力員名簿（様式 

第５号）に登録する。この場合の保険料は、社協負担とする。 

 ４ 運転協力員は、福足サービス事業活動報告書（様式第６号）を社協へ提出する 

ことにより交通費等の支給を受けることが出来る。 

 ５ 送迎に使用する車輌は、運転協力員の自家用車とし、任意保険に加入している 

ことを条件とする。 

 

（財源） 

第１８条  本事業の運営費は、社協会費及び赤い羽根共同募金等の財源で運営して 

いるため、利用を希望する者は、社協会員への加入を行う。 

 

（雑則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附則 

この要綱は、平成２６年６月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和５年６月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和５年１０月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和６年１１月１日から適用する。 

附則 

この要綱は、令和 7年 ４月１日から適用する。 

 


